
広
島
県
告
示
第
十
三
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
十
五
条
の
二
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
一
月
十
三
日

広
島
県
知
事

湯

﨑

英

彦

一

申
請
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

申
請
年
月
日

令
和
三
年
三
月
十
七
日

三

申
請
の
内
容

１

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

広
島
県
東
広
島
市
黒
瀬
町
津
江
字
イ
ラ
ス
ケ
二
一
七
八
一
番
一
他

２

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

安
定
型
産
業
廃
棄
物
最
終
処
分
場

３

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
ゴ
ム
く
ず
、
金
属
く
ず
、
ガ
ラ
ス
く
ず
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず
（
工
作
物
の

新
築
、
改
築
又
は
除
去
に
伴
っ
て
生
じ
た
も
の
を
除
く
。
）
及
び
陶
磁
器
く
ず
、
が
れ
き
類
（
こ
れ
ら

の
う
ち
、
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
を
含
み
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
、

廃
プ
リ
ン
ト
配
線
板
、
廃
ブ
ラ
ウ
ン
管
、
鉛
蓄
電
池
の
電
極
、
鉛
製
の
管
又
は
板
、
廃
石
膏
ボ
ー
ド
、

廃
容
器
包
装
、
自
動
車
等
破
砕
物
及
び
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）

四

当
該
申
請
に
係
る
申
請
書
類
等
の
縦
覧
の
場
所
、
期
間
及
び
時
間

当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
変
更
許
可
申
請
及
び
当
該
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
周
辺
地

域
の
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
縦

覧
に
供
す
る
。

１

縦
覧
場
所

広
島
県
西
部
東
厚
生
環
境
事
務
所
環
境
管
理
課
、
呉
市
環
境
部
環
境
政
策
課
、
呉
市
市
民
部
郷
原
市

民
セ
ン
タ
ー
、
東
広
島
市
生
活
環
境
部
環
境
先
進
都
市
推
進
課
及
び
東
広
島
市
黒
瀬
支
所
地
域
振
興
課

２

縦
覧
期
間

令
和
四
年
一
月
十
三
日
か
ら
令
和
四
年
二
月
十
四
日
ま
で
。
た
だ
し
、
広
島
県
の
休
日
を
定
め
る
条

例
（
平
成
元
年
広
島
県
条
例
第
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
県
の
休
日
（
以
下
「
県
の
休
日
」
と
い
う
。
）

を
除
く
。

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、

代
表
者
の
氏
名
を
含
む
。
）

光
陽
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

稲
葉

明
則

申
請
者
の
住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

広
島
県
東
広
島
市
黒
瀬
町
津
江
一
八
四
五
番
地



 
３  

縦
覧
時
間 

 
 
 

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で 

五  

意
見
書
の
提
出
先
及
び
提
出
期
間
並
び
に
意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項 

 
 

当
該
施
設
の
設
置
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
法
第
十
五
条
の
二
の
六
第
二
項
で
準
用
す
る
同

法
第
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り
生
活
環
境
の
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
書
を
提

出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

１ 

意
見
書
の
提
出
先 

 
 
 

〒
七
三
九
―
〇
〇
一
四 
広
島
県
東
広
島
市
西
条
昭
和
町
一
三
番
一
〇
号 

広
島
県
西
部
東
厚
生
環

境
事
務
所
環
境
管
理
課 

 

２ 

意
見
書
の
提
出
期
間 

 
 
 

令
和
四
年
一
月
十
三
日
か
ら
令
和
四
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
。
た
だ
し
、
広
島
県
の
休
日
を
定
め
る

条
例
（
平
成
元
年
広
島
県
条
例
第
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
く
。 

３ 

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項 

 
 

㈠ 

提
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務

所
の
所
在
地
） 

 
 

㈡ 

意
見
書
の
対
象
と
な
る
申
請
の
概
要
（
前
記
一
、
二
及
び
三
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。
） 

 
 

㈢ 

当
該
施
設
の
設
置
に
関
す
る
利
害
関
係
の
内
容 

 
 

㈣ 

生
活
環
境
の
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見 

  


